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新
春
特
別
講
演
会 

 

カ
プ
セ
ル
ト
イ
、
カ
ー
ド
、
フ
ィ
ギ
ュ

ア
と
い
っ
た
玩
具
の
ほ
か
、
ア
ニ
メ
制
作

な
ど
を
手
掛
け
、
大
手
玩
具
メ
ー
カ
ー
の

代
理
店
を
務
め
る
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
事

業
を
展
開
し
て
い
る
イ
マ
・
グ
ル
ー
プ
Ｃ

Ｅ
Ｏ
池
田
慎
一
郎
会
長
を
講
師
に
迎
え
話

を
お
聞
き
し
ま
し
た
。 

池
田
氏
は
20
代
で
買
い
取
っ
た
会
社

で
資
金
難
を
経
験
し
、
経
営
の
シ
ビ
ア
さ

を
経
験
。
信
頼
を
軸
に
資
金
調
達
を
す
る

と
と
も
に
徹
底
し
た
コ
ス
ト
管
理
と
大
胆

な
経
営
判
断
で
成
長
を
遂
げ
、
安
売
り
せ

ず
商
品
価
値
を
守
る
経
営
を
貫
い
て
い
ま

す
。 池

田
氏
は
、
経
営
に
は
熱
意
だ
け
で
な

く
経
済
や
経
営
学
の
知
識
が
必
要
だ
と
強

調
。
40
歳
を
超
え
て
か
ら
の
学
び
は
実
践

的
で
、
問
題
解
決
に
直
結
す
る
と
説
き
ま

し
た
。
さ
ら
に
、
若
い
直
感
だ
け
で
は
不

十
分
で
、
経
験
が
適
切
な
判
断
を
支
え
る

と
説
明
。
感
性
と
理
論
の
両
立
が
よ
り
良

い
意
思
決
定
に

つ
な
が
る
と
述

べ
ま
し
た
。 

聴
講
者
か
ら

は
「
信
頼
を
長

く
継
続
さ
せ
る

こ
と
の
重
要
性

を
改
め
て
感
じ
た
」「
仕
事
を
通
じ
て
の
人

間
形
成
、
信
頼
の
構
築
な
ど
非
常
に
参
考

に
な
っ
た
」
な
ど
の
感
想
が
寄
せ
ら
れ
ま

し
た
。 

 

 
 

新
春
の
つ
ど
い 

 

講
演
会

終
了
後
に

開
か
れ
た

新
春
の
つ

ど

い

で

は
、
本
田

伸
雄
福
島

県
会
津
地

方
振
興
局

長
、
室
井

照
平
会
津

若
松
市
長

よ
り
祝
辞

を
頂
戴
し

ま
し
た
。 

 

東
山
芸

妓
衆
の
踊
り
を
鑑
賞
し
た
あ
と
渡
邉
泰
夫

顧
問
の
発
声
で
乾
杯
し
祝
宴
に
入
り
、
和

や
か
に
歓
談
し
ま
し
た
。 

ま
た
、
つ
ど
い
席
上
で
は
新
た
に
ご
入

会
い
た
だ
い
た
会
員
を
紹
介
し
、
あ
た
た

か
い
拍
手
で
歓
迎
し
ま
し
た
。 
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「人間形成が生み出すビジネスの未来」 
イマ・グループ  池田慎一郎氏が語る成長の秘訣  

●第１３回 通 常 総 会 ６月２３日（月） 
ところ 会津若松ワシントンホテル 
【第１部】 通常総会 16：00より 

【第２部】 会員懇談会 17：45より 

●第２０回 ゴルフコンペ ８月３０日（土） 

ところ 会津磐梯カントリークラブ 

会
津
若
松
法
人
会
か
ら
の 

お
知
ら
せ 

 

 
後日ご案内いたします 

講演する池田会長 
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○
２
０
２
５
年
度
国
家
公
務
員
「
税
務

職
員
採
用
試
験
」（
高
校
卒
業
程
度
）

の
お
知
ら
せ 

仙
台
国
税
局
で
は
、
税
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト

と
し
て
活
躍
す
る
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
あ
ふ

れ
る
税
務
職
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。 

国
の
財
政
を
支
え
る
税
務
職
員
に
、
あ

な
た
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
ま
せ
ん
か
？ 

【受
験
資
格
】 

 

① 

令
和
７
年
４
月
１
日
に
お
い
て
高
校

等
を
卒
業
後
３
年
を
経
過
し
て
い
な

い
者
及
び
令
和
８
年
３
月
ま
で
に
高

校
等
を
卒
業
す
る
見
込
み
の
者 

 

② 

人
事
院
が
①
に
掲
げ
る
者
に
準
ず

る
と
認
め
る
者 

【受
験
申
込
受
付
期
間
】 

 

令
和
７
年 

６
月
13
日
（金
）～
６
月
25
日
（水
） 

【受
験
申
込
方
法
】 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み
と
す
る
。 

国
家
公
務
員
試
験
採
用
情
報
Ｎ
Ａ
Ｖ
Ｉ 

 

【第
１
次
試
験
日
】 

令
和
７
年
９
月
７
日
（日
） 

【試
験
に
関
す
る
問
合
せ
先
】 

仙
台
国
税
局
人
事
第
二
課  

試
験
研
修
係 

 
 

℡ 

０
２
２
‐２
６
３
‐１
１
１
１ 

内
線
３
２
３
６ 

人
事
院
東
北
事
務
局 

 
 

 

℡ 

０
２
２
‐２
２
１
‐２
０
２
２ 

○
税
務
行
政
の
DX
に
つ
い
て 

国
税
庁
で
は
、
「納
税
者
利
便
の
向
上
」、

「課
税
・徴
収
事
務
の
効
率
化
・高
度
化
」、 

  「事
業
者
の
デ
ジ
タ
ル
化
」を
柱
と
し
て
、
次

の
施
策
を
行
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

<

デ
ジ
タ
ル
化
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
の
活
用> 

 

仙
台
国
税
局
で
は
、
事
業
者
の
皆
様
の
デ

ジ
タ
ル
化
に
つ
い
て
自
己
の
状
況
を
チ
ェ
ッ
ク

い
た
だ
き
、
デ
ジ
タ
ル
化
に
つ
い
て
の
理
解

を
深
め
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

デ
ジ
タ
ル
化
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
を
国
税
庁
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。 

  <
Ａ
Ｌ
Ｌ 

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
の
推
進> 

法
人
税
申
告
書
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
別

表
、
財
務
諸
表
、
勘
定
科
目
内
訳
明
細
書
、

事
業
概
況
書
等
を
ｅ
‐Ｔ
ａ
ｘ
で
申
告
す
る
Ａ

Ｌ
Ｌ 

ｅ
‐Ｔ
ａ
ｘ
を
推
進
し
て
お
り
ま
す
。 

Ａ
Ｌ
Ｌ 

ｅ
‐Ｔ
ａ
ｘ
に
つ
い
て
は
、
事
業
者
の

皆
様
に
と
っ
て
、
業
務
の
効
率
化
や
ペ
ー
パ

ー
レ
ス
化
な
ど
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
、
税
務

行
政
の
効
率
化
も
図
ら
れ
ま
す
の
で
、
積

極
的
な
利
用
を
ご
検
討
く
だ
さ
い
。 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
の
利
用
〉 

 

税
務
署
で
は
、
金
融
機
関
等
の
窓
口
に

出
向
か
ず
に
納
付
手
続
き
が
行
え
る
、「
ダ

イ
レ
ク
ト
納
付
」、「
電
子
納
税
」、「
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
」
等
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ

レ
ス
納
付
を
推
進
し
て
お
り
ま
す
。 

 

な
か
で
も
ダ
イ
レ
ク
ト
納
付
は
、
事
前

に
複
数
の
金
融
機
関
の
口
座
を
登
録
で
き
、

納
付
日
や
税
目
に
応
じ
た
柔
軟
な
選
択
が

可
能
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
特
に
、
源
泉

所
得
税
の
よ
う
に
納
付
回
数
が
多
い
税
目

に
は
、
利
便
性
が
高
い
納
付
方
法
と
な
っ

て
お
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ

い
。 

  

〈納
税
証
明
書
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
の
利
用
〉 

納
税
証
明
書
の
請
求
に
つ
き
ま
し
て
は
、

ス
マ
ホ
な
ど
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
で
交
付
請
求

い
た
だ
く
と
、
納
税
証
明
書
を
デ
ー
タ
又

は
郵
送
、
税
務
署
窓
口
で
受
け
取
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。 

オ
ン
ラ
イ
ン
で
請
求
し
た
場
合
、
書
面
で

の
請
求
よ
り
、 

①
税
務
署
窓
口
で
の
待
ち
時
間
が
短
縮 

②
交
付
手
数
料
が
安
価 

と
い
っ
た
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。 

 

交
付
請
求
手
続
き
は
、
ｅ
‐Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
ロ
グ
イ
ン
し
、
必
要
事
項
を
入
力

の
上
、
納
税
証
明
書
を
デ
ー
タ
又
は
郵
送

で
受
け
取
る
場
合
は
、
請
求
者
（法
人
の
場

合
は
代
表
者
）の
電
子
署
名
を
付
与
し
て
送

信
（手
数
料
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ

等
で
納
付
）し
ま
す
。 

な
お
、
税
務
署
窓
口
で
受
け
取
る
場
合

は
、
電
子
署
名
の
付
与
は
不
要
で
す
。 

ま
た
、
納
税
証
明
書
の
デ
ー
タ
は
、
期
間

内
で
あ
れ
ば
何
度
で
も
印
刷
・使
用
が
で
き

ま
す
。 

オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
は
、
書
面
で
の
請
求
と

比
較
し
て
、
多
く
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

   

な
お
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、
各
記
事
の

二
次
元
コ
ー
ド
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

 



 法人ニュース會津  

― ３ ― 

 

                              

                              

                              

                             

Ｑ；青色申告とは、どのような制度ですか。 

（1）青色申告 

青色申告とは、事前に税務署長の承認を受けて行う申告制度のことです。青色申告をするためには、

申告をしようとする年の 3 月15日まで（ 1 月16日以後に開業した場合には 2 か月以内）に「所得

税の青色申告承認申請書」を税務署長に提出して承認を受ける必要があります。 

（2）青色申告の特典 

青色申告することによって、以下のような特典を受けることができます。ただし、帳簿等に取引を記

録し、保存しなければなりません。帳簿の保存期間は、帳簿の種類により申告期限から 5 年間又は 7 

年間です。 

①正規の簿記の原則に従って取引を記録して作成した貸借対照表と損益計算書を添付し、確定 申

告書を期限内に提出すると55万円（電子申告又は電子帳簿保存を行うと65万円）、それ以外の

場合は10万円を所得から控除できます。 

②事業に専ら従事している親族に支払った給与は、届出をすることにより必要経費に算入できま

す。 

③事業所得などが赤字となり純損失が生じた場合には、その損失額を翌年以降 3 年間繰り越すこ

とができます。 

Ｑ；家族に事業を手伝ってもらっています。家族に支払った給与は必要経費になりますか。 

個人事業者が、配偶者など生計を一にする親族に対して給与を支払った場合、これらの給与は原則と

して個人の必要経費になりませんが、次のような特別な取り扱いが認められています。 

（1）青色申告者の場合（青色事業専従者給与の特例） 

一定の要件のもとに、実際に支払った給与の額を必要経費にすることができます。 

（2）（1）以外の場合（事業専従者控除の特例） 

事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算された

金額を必要経費とみなすことができます。 

Ｑ；3月15日の確定申告期限をうっかり過ぎてしまいました。どうすればよいでしょうか。 

確定申告は一般的に 2 月16日から 3 月15日までに行いますが、申告期限を過ぎてからでも、申

告はできます。その手続を「期限後申告」といいます。ただし期限までに申告や納税を行わないと、加

算税がかかる場合があり、また法定期限の翌日から納付の日までの延滞税がかかります。できるだけ早

い申告をおすすめします。  

Ｑ；確定申告の期限後に、計算を誤って申告したことに気がつきました。訂正することができ

ますか。 

申告内容に誤りがある場合は、申告内容を訂正することができます。税額を多く申告していた場合は

「更正の請求」という手続により還付を受けることができます。更正の請求は、原則として法定申告期

限から 5 年以内です。また、税額を少なく申告していた場合は「修正申告」という手続を行うことに

なります。修正申告によって新たに納付することになった税額には、法定納期限の翌日から納付の日ま

での延滞税がかかります。 

 

日本税理士会連合会ホームページ「やさしい税金教室（令和６年度版）」より抜粋 

 
～困ったときは、お近くの税理士に相談しましょう～ 

記事提供：東北税理士会会津若松支部 
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国
税
庁
は
昨
年
に
「税
務
行
政
の
デ
ジ
タ

ル
・ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
～
税
務
行

政
の
将
来
像
２
０
２
３
～
」を
取
り
ま
と
め
、

各
デ
ジ
タ
ル
施
策
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と

を
公
表
、
会
津
若
松
、
南
会
津
、
会
津
喜
多

方
の
３
つ
の
法
人
会
で
は
、
各
税
務
署
と

「
デ
ジ
タ
ル
イ
ン
ボ
イ
ス
・キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納

付
共
同
推
進
宣
言
」を
行
い
ま
し
た
。 

そ
れ
に
伴
い
、
会
津
地
方
の
３
つ
の
法
人

会
合
同
で
１
月
21
日
に
経
理
処
理
の
正
確

性
向
上
お
よ
び
事
務
効
率
化
に
よ
る
生
産

性
向
上
を
目
的
と
し
た
セ
ミ
ナ
ー
「
税
務

行
政
の
Ｄ
Ｘ
化
と
事
業
者
の
デ
ジ
タ
ル
化
対

応
」を
主
催
、
各
地
区
の
税
務
関
係
団
体
連

絡
協
議
会
が
共
催
し
、
企
業
経
営
者
、
経

理
担
当
者
、
税
務
関
係
者
な
ど
、
各
地
か

ら
約
60
名
が
参
加
し
ま
し
た
。 

第
一
部
で
は
、
「税
務
行
政
の
Ｄ
Ｘ
に
つ
い

て
」を
テ
ー
マ
に
、
仙
台
国
税
局
課
税
第
二

部
法
人
課
税
課
実
務
指
導
専
門
官
・宮
森

悟
氏
が
税
務
を
起
点
と
し
た
社
会
全
体
の

Ｄ
Ｘ
推
進
や
デ
ジ
タ
ル
イ
ン
ボ
イ
ス
（
電
子

請
求
書
）の
概
要
と
導
入
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト

に
つ
い
て
詳
し
く
解
説
し
ま
し
た
。 

続
い
て
、
同
局
徴
収
管
理
部
運
営
課
主

査
・
阿
部
光
氏
が
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
の 

現
状
と
利
便
性
、
さ
ら
に
は
多
様
な
納
付 

   

手
段
に
つ
い
て
分
か
り
や
す
く
説
明
し
ま

し
た
。 

第
二
部
で
は
、
「デ
ジ
タ
ル
化
時
代
の
税

務
調
査
対
応
」を
テ
ー
マ
に
、
東
北
税
理
士

会
会
津
若
松
支
部
所
属
の
星
智
税
理
士
が

近
年
の
税
務
調
査
の
傾
向
と
、
デ
ジ
タ
ル
化

が
進
む
中
で
の
調
査
対
応
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ

い
て
詳
し
く
解
説
し
ま
し
た
。 

参
加
者
か
ら
は
、
「デ
ジ
タ
ル
化
が
も
た

ら
す
メ
リ
ッ
ト
を
再
確
認
で
き
た
」「最
新

の
税
務
行
政
の
動
向
に
つ
い
て
具
体
的
な
情

報
が
得
ら
れ
有
意
義
だ
っ
た
」な
ど
の
感
想

が
寄
せ
ら
れ
、
税
務
行
政
と
企
業
経
営
の

双
方
に
お
け
る
Ｄ
Ｘ
推
進
の
重
要
性
に
つ
い

て
理
解
を
深
め
る
機
会
と
な
り
ま
し
た
。 

  
             

    

１
月
29
日
、
ア
ピ
オ
ス
ペ
ー
ス
に
お
い

て
、「
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
法
セ
ミ
ナ
ー
」
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。 

本
セ
ミ
ナ
ー
は
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
と
し

て
働
く
人
々
を
取
り
巻
く
課
題
と
発
注
事

業
者
が
理
解
す
べ
き
新
た
な
法
制
度
に
つ

い
て
学
ぼ
う
と
、
特
定
社
会
保
険
労
務
士

の
小
柴
繁
徳
氏
を
講
師
に
迎
え
、
経
理
研

究
部
会
の
主
催
で
行
い
ま
し
た
。 

小
柴
氏
は
、
昨
年
４
月
28
日
に
成
立
し
、

同
年
11
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
「
特
定

受
注
事
業
者
に
係
る
取
引
の
適
正
化
等
に

関
す
る
法
律
」（
い
わ
ゆ
る
「
フ
リ
ー
ラ
ン

ス
法
」）
に
つ
い
て
、
最
新
の
法
改
正
ポ
イ

ン
ト
を
中
心
に
詳
し
く
解
説
し
ま
し
た
。 

こ
の
法
律
は
、
発
注
事
業
者
と
フ
リ
ー

ラ
ン
ス
の
間
で
発
生
し
が
ち
な
取
引
ト
ラ

ブ
ル
を
未
然
に
防
ぎ
、
取
引
上
の
弱
い
立

場
に
置
か
れ
が
ち
な
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
が
安

心
し
て
働
け
る
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
ま
す
。
セ
ミ
ナ
ー
で
は
、

契
約
時
の
取
引
条
件
の
明
示
義
務
や
支
払

遅
延
防
止
の
た
め
の
新
た
な
規
定
、
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
防
止
措
置
の
義
務
化
な
ど
、
具

体
的
な
事
例
を
交
え
て
分
か
り
や
す
く
説

明
さ
れ
ま
し
た
。 

参
加
者
は
企
業
の
経
営
者
や
人
事
担
当 

    

             

者
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
と
し
て
働
く
個
人
事

業
主
な
ど
多
岐
に
わ
た
り
、
熱
心
に
耳
を

傾
け
て
い
ま
し
た
。
講
義
後
の
質
疑
応
答

で
は
、
実
務
に
直
結
す
る
具
体
的
な
質
問

が
相
次
ぎ
、
活
発
な
意
見
交
換
が
行
わ
れ

ま
し
た
。 

受
講
者
か
ら
は
「
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
と
業

務
委
託
契
約
の
違
い
に
つ
い
て
明
確
に
理

解
で
き
た
」「
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
と
の
取
引
に

お
け
る
契
約
条
件
の
重
要
性
を
再
認
識
で

き
た
」
と
い
っ
た
感
想
が
寄
せ
ら
れ
、
参

加
者
の
高
い
関
心
と
満
足
度
が
う
か
が
え

る
セ
ミ
ナ
ー
と
な
り
ま
し
た
。 

経
理
の
正
確
性
向
上
と
事
務
効
率
化
を
目
指
し
て
―
― 

 
 

星智税理士 阿部光氏 宮森悟氏 

経
理
研
究
部
会 

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
法
を
学
ぶ 
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3/4女性部会 会員懇親会（萬来軒） 

※大雪により2/14新年会の振替事業 

  

3/14経理研究部会 ボウリング大会（ボウルサンシャイン） 

参加者で記念撮影㊧ 優勝した会津美里振興公社・髙梨宣浩さん㊨ 
 

3/11総務委員会（法人会会議室） 

ＰＥＴがん検診・人間ドックのご案内 
会津若松法人会では会員企業の代表者・社員・ご家族が利用できる 

「ＰＥＴがん検診」「人間ドック」の受診料割引制度があります。 

竹田綜合病院（会津若松市）、会津中央病院（会津若松市）、南東北 

医療クリニック（郡山市）において会員価格で受診いただけます。 

検査内容や料金などの詳細については、会津若松法人会ホームペー 

ジをご覧のうえ、ぜひご利用ください！ 

※南東北医療クリニックの割引制度はＰＥＴがん検診のみとなります。 

お問合せ先：会津若松法人会 TEL 0242-22-5821 

  

1/29青年部会・経理研究部会 合同新年会 

（萬花楼） 

https://www.aizu-ho.or.jp/ 

会津若松法人会 

◆新入社員向け「ビジネスマナー基礎講座」 

◆ＡＩ活用爆速仕事術 ほか 730タイトル！！ 

会員専用コンテンツをご覧になるにはＩＤとパスワードが必要です。 

詳しくは会津若松法人会事務局（☎0242-22-5821）まで！ 
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６ 

法人会の税制改正に関する提言の 

主な実現事項 
 

令和７年度税制改正では、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、所得税の基礎

控除の控除額及び給与所得控除の最低保障額の引上げ並びに大学生年代の子等に係る新たな控除が創設されま

した。老後に向けた資産形成を促進する観点から、確定拠出年金（企業型DC 及びiDeCo）の拠出限度額等が引

き上げられました。成長意欲の高い中小企業の設備投資を促進し地域経済に好循環を生み出すために、中小企

業経営強化税制が拡充されました。国際環境の変化等に対応するため、防衛力強化に係る財源確保のための税

制措置、グローバル・ミニマム課税の法制化、外国人旅行者向け免税制度の見直し等が行われました（令和７

年度税制改正大綱より）。 

法人会では、昨年９月に「令和７年度税制改正に関する提言」を取りまとめ、その後、政府・政党・地方自

治体等に提言活動を積極的に行ってまいりました。今回の改正では、中小企業向け税制措置の適用期限延長、

事業承継税制の役員就任要件の見直し等、法人会の提言事項の一部が盛り込まれ、以下のとおり実現する運び

となりました。 

 [法人課税] 

１．法人税率の軽減措置 

法人会提言 改正の概要 

・中小法人に適用される軽減税率の特例 

１５％を本則化すべきである。また、昭和５

６年以来、８００万円以下に据え置かれてい

る軽減税率の適用所得金額を、少なくとも

１,６００万円程度に引き上げること。なお、

直ちに本則化することが困難な場合は、令和

７年３月末日となっている適用期限を延長

すること。 

また、中小法人に適用される軽減税率まで引

き上がることのないよう配慮すること。 

・中小法人に適用される軽減税率の特例１５％につ

いて、次の見直しが行われた上で、適用期限が２

年間延長されました。 

イ 所得の金額が年１０億円を超える事業年度に 

ついて、所得の金額のうち年８００万円以下 

の金額に適用される税率が１７％に引き上げ 

られました。 

ロ 適用対象法人の範囲から通算法人が除外されま

した。 

 

２．中小企業の技術革新など経済活性化に資する措置 

法人会提言 改正の概要 

・「中小企業経営強化税制」や「先端設備等導入

計画に係る固定資産税特例」等、令和７年３

月末日が適用期限となっている中小企業等

の設備投資を支援する措置については、適用

期限を延長すること。 

・中小企業経営強化税制 

特定経営力向上設備等に、その投資計画における年

平均の投資利益率が７％以上となることが見込ま

れるものであること及び経営規模の拡大を行うも

のとして経済産業大臣が定める要件に適合するこ

とにつき経済産業大臣の確認を受けた投資計画に

記載された投資の目的を達成するために必要不可

欠な設備（機械装置、工具、器具備品、建物及びそ

の附属設備並びにソフトウエアで、一定の規模以上

のもの）が追加されたほか、所要の見直しが行われ

た上で、適用期限が２年間延長されました。 

・先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例 

雇用者給与等支給額の引き上げ方針を先端設備等

導入計画に位置付け、従業員に表明した場合、対象

資産の課税標準が見直された上で、適用期限が２年

間延長されました。 
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３．中小企業投資促進税制 

法人会提言 改正の概要 

・中小企業投資促進税制については、対象設備

を拡充したうえ、「中古設備」を含めることを

求める。なお、それが直ちに困難な場合は、

令和７年３月末日となっている適用期限を

延長すること。 

・中小企業投資促進税制について、「みなし大企業」

の判定における大規模法人の範囲が見直された上

で、適用期限が２年間延長されました。 

 

４．企業版ふるさと納税の適用期限延長 

法人会提言 改正の概要 

・平成２８年度に創設された企業版ふるさと納

税については、地方創生にも資する制度であ

り、寄付件数等も年々増加していること等を

踏まえ、令和７年３月末日となっている適用

期限を延長すること。 

・寄附活用事業を実施した認定地方公共団体が、寄附

活用事業の完了の時及び各会計年度終了の時に、寄

附活用事業を適切に実施していることを確認した

書面を内閣総理大臣に提出しなければならないこ

ととする等の措置が講じられることを前提に、適用

期限が３年間延長されました。 

  

 

 [事業承継税制] 

相続税、贈与税の納税猶予制度 

法人会提言 改正の概要 

・令和６年度税制改正では、特例承継計画の提

出期限が令和８年３月末日まで２年間延長

されたが、制度の適用期限（令和９年１２月

末日）は延長されなかった。贈与税の納税猶

予制度の後継者要件として、「贈与の直前に

おいて３年以上役員であること」が挙げられ

ていることから、余裕を持った事業承継を行

えるよう、特例措置の適用期限を３年程度延

長すべきである。 

・法人版事業承継税制の特例措置における役員就任

要件について、「贈与の直前において特例認定贈与

承継会社の役員等であること」に見直されました。 

 

 

[その他] 

「年収の壁」への対応策 

法人会提言 改正の概要 

・配偶者控除等の税の問題や年金等の社会保障

の問題は、就労調整が行われる一つの要因で

あり、人手不足に直面する中小企業にとって

重要なテーマである。また、「年収の壁」への

対応策として、政府が助成金制度等を講じた

ことで一定の効果はあると思われるが、あく

までも一時的な措置であり、抜本的な対策と

はならない。女性の就労を支援する政策を含

め、税と社会保障の問題を一括して議論する

必要がある。 

・所得税の基礎控除について、合計所得金額が  

２，３５０万円以下である個人の控除額が１０万円

引き上がり、５８万円となりました（年収２００万

円以下は３７万円上乗せ）。 

・給与所得控除の最低保障額について、１０万円引き

上がり、６５万円となりました。 

 

７ 
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税
に
関
す
る 

絵
は
が
き
コ
ン
ク
ー
ル
表
彰
式 

（写真左から）佐伯署長、岩田さん、半谷成満校長 

 

会
津
若
松 

法
人
会
女
性 

部
会
主
催
の 

「
第
17
回
税 

に
関
す
る
絵 

は
が
き
コ
ン 

ク
ー
ル
」
に 

お
い
て
、
会 

津
若
松
市
立 

一
箕
小
学
校 

６
年
の
岩
田 

琉
空
さ
ん
が
会
津
若
松
税
務
署
長
賞
を

受
賞
し
、
２
月
13
日
、
同
校
に
佐
伯
保

署
長
が
訪
れ
、
岩
田
さ
ん
へ
賞
状
と
副

賞
を
手
渡
し
ま
し
た
。 

 

ま
た
、
会
津
若
松
法
人
会
管
内
の
小

学
校
か
ら
応
募
の
あ
っ
た
６
０
２
通
の

中
か
ら
各
賞
を
受
賞
し
た
40
作
品
は

確
定
申
告
期
間
中
、
ア
ピ
オ
ス
ペ
ー
ス

の
確
定
申
告
書
作
成
会
場
の
ロ
ビ
ー
に

展
示
さ
れ
、
会
場
を
訪
れ
た
人
々
の
目

を
楽
し
ま
せ
ま
し
た
。 

 

現
在
は
会
津
若
松
税
務
署
と
法
人
会

事
務
局
で
展
示
中
で
す
。 

３月２4 日、会津若松市の室井照平市長と芳賀德章消防団長が、遠藤久会長に対し以下のとおり協力要請し

ました。 

災害時に地域の安全を確保するためには、消防団員が重要な役割を果たします。しかし、消防団員の数が

減少しているため、会員事業所の皆様には従業員の消防活動へご理解いただくとともに、新たな団員の確保に

ついてご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

［要請内容］ 

１ 消防団員確保に関する協力 

２ 消防団所属事業所における消防団活動への協力 

３ 消防団協力事業所表示制度等の活用・支援 

４ 住宅用火災警報器の設置促進 

お問合せ：会津若松市市民部 危機管理課 消防防災グループ TEL 0242-39-1227 

またはお住まいの地域の市町村役場まで 

第１７回 

 


